
 
         
 

  
料金改定の目的  

水道管や水道施設の老朽化は全国的な社会問題 
その対策は静岡市にとっても重要な課題です。      

☞ 水道管の更新を大幅にスピードアップ 
「取替えのペースを 200 年から 83 年に！」  

☞ 重要な水道施設の耐震化・老朽化対策を進めます 
「耐震不足や老朽化した重要な施設の対策実施！」 

 
 

静岡市の水道管は総延長が約 2,600㎞！ 

老朽化した水道管は漏水事故を引き起こし、突然の断水や濁りの発生で 

日常生活に大きな影響を及ぼします。今後も安心安全な水道水を安定的に 

届けていくための料金改定です。    
料金改定のポイント   

☞ 一般的なご家庭で１日当たり約１０円の値上げです。 
☞ 請求額が 10 円単位から 1 円単位になります。※詳細は裏面    

▲老朽化した水道管の内部                        ▲老朽化した水道管から漏水 

 

 料金改定は経営企画課（054-270-9119）、料金の納付相談はお客様サービス課（054-270-9100） 

 静岡市の水道管の平均寿命 

  

※  奇数月に検針する地区は１１月請求分（９月～１０月使用分）から。ただし、９月使用相当分は旧料金。   偶数月に検針する地区は１２月請求分（１０月～１１月使用分）から。 
※  料金改定は令和２年６月使用分からを予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の 
影響を考慮して４か月延期していました。 

※ 



 

 

新水道料金【１か月・消費税込み・( )内は改定前の料金】☞ 基本料金のみ改定                 
新水道料金（口径 13 ㎜・20 ㎜）・下水道使用料早見表【 2 か月分・消費税込み 】 
水道料金は 2か月ごとに検針を行い、2か月分をまとめて請求しています。                   

使用水量 水道料金 下水道使用料 合計 使用水量 水道料金 下水道使用料 合計

（㎥） （円） （円） （円） （㎥） （円） （円） （円）

0 1,540 2,030 3,570 28 3,800 3,900 7,700

1 1,606 2,070 3,676 29 3,918 4,040 7,958

2 1,672 2,110 3,782 30 4,036 4,180 8,216

3 1,738 2,150 3,888 31 4,154 4,310 8,464

4 1,804 2,180 3,984 32 4,272 4,450 8,722

5 1,870 2,220 4,090 33 4,389 4,590 8,979

6 1,936 2,260 4,196 34 4,506 4,730 9,236

7 2,002 2,300 4,302 35 4,624 4,860 9,484

8 2,068 2,340 4,408 36 4,742 5,000 9,742

9 2,134 2,380 4,514 37 4,860 5,140 10,000

10 2,200 2,420 4,620 38 4,978 5,280 10,258

11 2,266 2,450 4,716 39 5,096 5,410 10,506

12 2,332 2,490 4,822 40 5,214 5,550 10,764

13 2,398 2,530 4,928 41 5,370 5,710 11,080

14 2,464 2,570 5,034 42 5,526 5,870 11,396

15 2,530 2,610 5,140 43 5,682 6,030 11,712

16 2,596 2,650 5,246 44 5,838 6,190 12,028

17 2,662 2,680 5,342 45 5,994 6,350 12,344

18 2,728 2,720 5,448 46 6,150 6,510 12,660

19 2,794 2,760 5,554 47 6,306 6,670 12,976

20 2,860 2,800 5,660 48 6,462 6,830 13,292

21 2,977 2,940 5,917 49 6,619 6,990 13,609

22 3,094 3,080 6,174 50 6,776 7,150 13,926

23 3,212 3,210 6,422 60 8,338 8,740 17,078

24 3,330 3,350 6,680 70 9,900 10,500 20,400

25 3,448 3,490 6,938 80 11,462 12,260 23,722

26 3,566 3,630 7,196 90 13,024 14,020 27,044

27 3,683 3,760 7,443 100 14,586 15,780 30,366

 多くの水道施設が古くなっています。新しくしていくためには多くの費用がかかります。 

次の世代へ さらにその先の未来へ「しずおかの水道水」を引き継ぐための料金改定です。 

ご理解とご協力をお願いします。 

一般的なご家庭（メーター口径 13㎜、20㎜）で、 

月 20立方メートル（20,000リットル）の水を使用する場合、 

改定前では 1か月当たり 2,255円ですが、改定後では 2,607円となり、 

１か月当たり 352円、１日当たり約１０円の負担増となります。 
 

改定前  (基本料金) 418円 ＋ (従量料金) 1,837円 ＝ (合計)  1か月 2,255円 

改定後  (基本料金) 770円 ＋ (従量料金) 1,837円 ＝ (合計)  1か月 2,607円 

 新料金 （旧料金） 10㎥まで 11㎥～20㎥ 21㎥～50㎥ 51㎥～100㎥ 101㎥～500㎥ 501㎥～

13・20㎜ 770円 （418円）

25㎜ 1,100円 （682円）

30・40㎜ 2,882円 （2,101円）

50㎜ 5,764円 （3,113円）

75㎜ 11,407円 （7,766円）

100㎜ 20,427円 （13,222円）

150・200㎜ 51,722円 （28,919円）

水道メーター

口径

基本料金 従量料金（１㎥あたり）

66.0円 117.7円 156.2円 181.5円 201.3円 214.5円

一般的なご家庭 


